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簡単な自己紹介と 
提言の概略説明 



私という人間 
～元々は記者～ 

三原岳（みはら・たかし） 
東京財団研究員兼政策プロデューサー。日本財政学会、日本地方財政
学会、自治体学会会員、全国マイケアプラン・ネットワーク会員 
 
メールアドレスはmihara@tkfd.or.jp 

1995～1997年 
早大政経卒。時事通信社経済部で株式市場を取材 
 
1997～2002年 
同高知支局で勤務。主に地方行政を取材 
 
2002～2011年 
同内政部に所属。財務省、国土交通省、文部科学省、全国知事会、東京都庁な
どを担当し、税財政や社会保障、地方行財政、公共事業改革、教育行政などの
政策形成過程を取材 
 
2011年～、東京財団に転職。社会保障政策や地方行財政などを研究 3 



東京財団とは 
～非営利・独立のシンクタンク～ 

▽競艇事業の収益金から出捐を得て設立された公益財団法人 
▽非営利、独立の立場から政策研究（＝シンクタンク）と人材育成事業を実施 
▽政策提言を公表して終わりではなく、実現に向けて政府や国会、メディアに働き
掛けることにも力点 
▽研究している分野は財政、社会保障、行政システム、外交・安保など 
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障害者政策に関する研究活動 
～2011年10月から本格開始～ 

 
・第1回、義本博司氏 
（文部科学省高等教育局企画課長） 
・第2回、山田雅彦氏 
（厚生労働省障害者雇用対策課長） 
・第3回、立岩真司氏 
（立命館大学生存学研究センター所長） 
・第4回、垣内俊哉氏 
（株式会社「ミライロ」社長） 

 
三原岳（東京財団研究員兼政策プロデューサー） 
石井靖乃（日本財団国際協力グループ長兼公益ボランティア支援グループ長） 
青柳まゆみ（筑波大学大学院人間総合科学研究科助教） 
金澤貴之（群馬大学教育学部准教授） 
近藤武夫（東京大学先端科学技術研究センター講師） 
白澤麻弓（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター准教授） 
森壮也（日本貿易振興機構アジア経済研究所開発スクール教授） 
冨田清行（政策研究事業ディレクター＝内政担当兼研究員） 
亀井善太郎（東京財団研究員兼政策プロデューサー） 

研究会メンバー 

研究会ゲスト 
 
ロチェスター工科大学、ボストン大学、厚生
労働省障害保健福祉部企画課、同障害者
雇用対策課、文部科学省初等中等教育局
特別支援課、同高等教育局学生・留学生
課、日本学生支援機構、大学入試センター、
東大、早大、立命大、筑波技術大、社会事
業大、筑波大学附属視覚特別支援学校、
株式会社「ミライロ」、株式会社「ウィングル
……etc 

ヒアリング訪問 



障害者政策に関する提言と普及活動 
～提言公表とインタビュー～ 

詳しくは東京財団HP 
 
 

http://www.tkfd.or.jp/ 

東京財団    障害者 
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• 「情報」「コスト」「縦割り」の3つの壁が進学を妨げていると仮説 
• 情報開示の充実、拠点校の創設など4分野10の政策を提言 
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政策提言の特色 
～4分野10の提言と5つの特色～ 

①今まで手付かずだった障害者の高等教育政策に着目した点 
②移行支援の重要性を強調した点 
③ 「合理的配慮」を基底に据えた点 
④国の政策に一定程度、反映されつつある点 
⑤障害当事者や現場の意見を極力取り入れた点 

提言の特色 
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提言の特色（１） 
～見落とされていた 

分野に着目～ 
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障害者総数の全体像 
～比率は1割程度？～ 

全人口の約6％が障害認定。 
高齢者や入院患者らを 

含めると、10～15％が心身に
不具合？ 

類型 総数 在宅者 
（精神は外
来患者） 

施設入所者 

身体 366万3000
人 

357万6000
人 

8万7000人 

知的 54万7000人 41万9000人 12万8000人 

精神 323万3000
人 

290万人 33万3000人 

（出所）内閣府編『障害者白書』 
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障害学生の在籍者数は約1万人 
～増加傾向にあるが、総数は僅か～ 

試験時間の延長など入試特別措置を実施する大学が増えており、 
近年は在籍者数、在籍校ともに増加傾向 

しかし、総在籍者の0．3％ 

（出所）日本学生支援機構調査を基に作成 
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特別支援学級 特別支援学級 

通級指導 

特別支援学校 

幼稚園 
 

児童福祉法 

な し 
筑波技術大が視
覚・聴覚障害者を
受け入れている
が、ごく僅か 

0歳 

就学前 小学校 中学校 高校 大学 

6歳 12歳 15歳 18歳 

特別教育支援員 

支援制度は
あるが、取り
組みに遅れ 

3歳 

通級指導 

教育政策の全体像から見た障害者 
～高等教育は「忘れ去られた存在」～ 

高等教育分野は明らかに手薄 
文部科学省高等教育局に担当課室は存在しない 

（出所）『障害者白書』などを基に作成 
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不十分な支援体制 
～非正規雇用に依存～ 
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56 

130万円以下 

131～200万円 

201～300万円 

301～400万円 

401～500万円 

501～600万円 

601万円以上 

7割以上 
（N＝51） 

7割以下 
（N＝114） 

単位：人 

• ワンストップの「支援室」を置いている大学は54校 
• しかも、その多くは非正規職員と有償学生ボランティア 

（出所）『大学および短期大学における障害学生支援担当者の業務内容・専門性に関する実態調査報告書』
を基に作成 

支援室職員の待遇 
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提言の特色（２） 
～移行支援の重要性を 

強調～ 
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特別支援学
校中学部 

（約9000人） 

中学校 
特別支援学

級 
（約1万4000

人） 
大多数が高校、特別支援学校 
高等部に進学しているが、 
大学進学者は極端に減少 

 
中でも特別支援学校から 

高等教育機関に進学する障害者
は1％程度の約200人 

障害者の進学状況 
～高校進学者は多いが・・・～ 

特別支援学
校高等部 

（約1万6000
人） 

高校 
（？?人） 

大学進学者 
（約2000
人？？） 

（出所）文部科学省『特別支援教育資料』を基に作成 
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多岐に渡る障害者政策 
～全体最適の重要性～ 

大学は教育と雇用を接続する存在。 
大学だけ議論しても部分最適に過ぎない！ 

（出所）『障害者白書』などを基に作成 
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雇用との接続を強調 
～「質」の向上に貢献～ 

障害者の雇用者数は過去最
高水準だが、量的拡大に力点
を置いており、質（＝待遇）を
引き上げる視点は不十分 

障害者が社会で活躍する上で
高等教育政策が必要 

 
税収・消費の拡大や社会保障

支出の削減を通じて 
社会全体に便益 

（出所）厚生労働省「障害者雇用状況の集計結果」 
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提言の特色（３） 
～合理的配慮を基底に～ 



• 何故、パスモは右なのか？ 
• 何故、ドアのノブは右回しなのか？ 
• 何故、骨折すると移動が不便なのか？ 
• 何故、海外に行くと不便なのか？ 
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多数が生み出す「障害」 
～パスモから考える～ 

 大多数の構成員が自分達に 
便利な社会システムを作るため、 
そこから漏れる人が不便を蒙る 

障害は社会（＝大多数の構成員）が作り出す以上、 
多数派と少数派で歩み寄りが必要 
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注意欠陥多動性障害とは？ 
～「健常者」と「障害者」の線引き～ 

 
・勉強で不注意な間違いを犯す 
・手足をソワソワ動かす 
・授業中、席を立ってしまう 
・じっとしていない 
・話しているのに、聞いていないように見える 
・指示に従えず、仕事を最後までやり遂げない 
・学習課題や活動を順序立てて行うのが難しい 
・集中して努力し続けることを避ける 
・過度に喋る 
・気が散りやすい 
・質問が終わらないうちに出し抜けに答える 
・順番を待つのが難しい         ……………etc 

ＡＤＨＤの 
特徴 

（出所）上野一彦『LDとADHD』から引用、表現を一部改変 

「障害」とは手帳支給
の有無という人為的
な線引き 
 
障害は人間の一属
性or一個性の発露 

「障害者」と「健常者」
の線引きは曖昧！ 
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合理的配慮とは改正障害者基本法に盛り込まれた考え方 
 
・障害者の社会参加機会を確保するため、障害を理由にした条件不利を解消し、
健常者と対等な条件で競争して貰う 
・障害者のニーズに対して、支援を提供する機関と障害者が調整して合意 
・合理性がないにもかかわらず、ニーズを拒否した場合は「差別」と判断 
・調整できない場合の不服申し立て機関の整備 

 
手話通訳、パソコンノートテイク、 
点字翻訳、座席・会議運営配慮、 
移動介助、試験時間延長etc 

配慮 
の具体例 

支援の可否、内容、水準について 
明確な基準は存在せず、 

個別具体ケースで当事者同士で調整 

「合理的配慮」とは何か 
～当事者同士で調整・合意する仕組み～ 
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提言の特色（４） 
～国の政策に反映～ 



• 2012年6月、文部科学省が「障がいのある学生の修学支援に関する検
討会」を発足。12月に報告書を作成。 
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提言を出した後の動向（1） 
～昨年末に検討会報告～ 



• 2012年6月：「大学改革実行プラン」で、大学評価を強化する指標として、
「障がいのある学生・教職員の数」を例示 

• 同年9月：文部科学省の2013年度予算概算要求に「障がい学生修学支
援拠点形成事業」として4億円強計上 

2013年度予算では計上見送り 
• 9月、内閣府障害者政策委員会差別禁止部会の報告書に、差別を禁止

する対象機関として「大学及び大学院」を明示 
今年に予定されていた差別禁止法の制定は先送り？ 
• 2012年11月：中央教育審議会のワーキンググループが2014年度開始の

「大学ポートレート」制度に関して、情報開示する項目として「入試特別措
置」を明記。 

• 2013年3月：中央教育審議会の教育振興基本計画に関する答申案で、

政策の効果を測定する際の指標として、「多様な学生（障がいのある学
生等）の増加」を例示 
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提言を出した後の動向（2） 
～制度改正の動きも～ 
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提言の主な内容 



• 支援を要する障害学生にとって、「入試特例があるのか？」「入学後のど
んな支援を受けられるか？」という情報収集が一つのネック 

• 2012年度までに国立大、私立大の財政支援制度が変更され、使途が見
えにくくなった 
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政策提言（1） 
～情報開示の充実～ 

 
提言①大学情報開示の充実 
提言②支援室設置の義務化 
提言③大学評価制度の見直しを 

 

 
修学に向けた不安の解消 
最低限のインフラ整備 
障害学生支援を当然視する機運の醸成 

期待される効果 

情報開示のイメージ 



• 障害学生の修学には手間暇とコストが必要。1人当たりコストを低減 
• 他大学支援に加えて、関係機関となどのネットワーク構築などを先進事

例を形成し、底上げを図る 
• 専門人材の育成、配置 
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政策提言（2） 
～拠点的な大学の整備～ 

提言④拠点大学への予算重点配分 

拠点 
大学 

NPO 

大学 

大学 

大学 

民間
企業 

関係 
機関 

特別
支援
学校 

関係 
機関 

障害学生の進学しやすい環境整備 
先進事例の波及による底上げ 
高校、雇用との接続強化 

期待される効果 

拠点校のイメージ 
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政策提言（3） 
～支援体制の充実～ 

• 現在は支援職員が非常勤、学生ボランティアに依存しており、人員確保
や資質向上に苦労 

• 教員も関与しておらず、大学経営者は「学生向け付加サービス」の認識 
 
 

提言⑤支援職員の待遇改善、支援方針の明確化 
提言⑥優れた教職員の認定資格創設 
提言⑦学生スタッフ拡大に向けたインセンティブ付与 

障害学生の進学しやすい環境整備 
修学支援のレベルアップ、専門化 
修学支援の裾野拡大 

期待される効果 

優れた修学支援体制のイメージ 



• 特別支援学校の指導内容が進学よりも就職に力点 
• 将来の就職に対する不安が大学進学を躊躇させている可能性 
• 障害者の教育現場への参画が進んでおらず、障害学生にとってのロー

ルモデルが周囲に少なく、将来をイメージしにくい可能性 
• 高校まで支援を受けることに慣れており、周囲との関係性が一変する大

学進学に躊躇する可能性 
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政策提言（4） 
～移行支援の強化～ 

提言⑧教育現場で働く障害者の増加 
提言⑨高校から大学、大学から雇用への移行支援 

 
障害者の「成功事例」を見せることで、進学意欲を高揚、職業への不安
解消 
特別支援学校のレベルアップを通じて進学者の増加 
「支援待ち」学生に対する働き掛け 

期待される効果 



• テキストに沿わない授業が多い大学の場合、教科書が一つのネック 
• 義務教育の場合、「教科書バリアフリー法」が制定されており、文部科学

省に対するデータ提出が教科書会社に義務化されているが、高等教育
の分野は手付かずであり、障害学生が教材にアクセスしにくく、教育参
加権が保障されにくい 

• 現状は支援室を中心に個別に対応しているが、点訳や字幕付与を各大
学がバラバラに実施するのは非効率 

• 一方、データの野放図な流出を恐れる著作権者や出版社に対する配慮
も必要 
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提言⑩教材データを管理する機構の創設、著作権法の改正 

 
文字情報にアクセスできない障害学生に対する教材の効率的な提供と教育
参加権の保障 

政策提言（5） 
～教育参加権の保障～ 

期待される効果 
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御清聴、有り難うございました 
 

詳しくは東京財団「障害者の高等教育政策」 
http://www.tkfd.or.jp/research/project/project.php?id=82 

 
問い合わせは 
mihara@tkfd.or.jp 

http://www.tkfd.or.jp/research/project/project.php?id=82
mailto:mihara@tkfd.or.jp
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